
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する
現状と課題（データ集）

令和６年６月

大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課

資料１
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大阪府における建設業の労働災害発生状況（死傷者数・死亡者数）

出典：厚生労働省 労働災害発生状況（確定） 2

・死傷者数は令和５年に減少した。【図１】

・死亡者数は減少傾向だったが令和４年に減少後令和５年に増加した。【図2】

単位（人）

【図１】 【図２】

令和元年 令和2年 令和3年 令和４年 令和５年 増減数 増減率

建設業 死傷者数 799 677 796 746 646 -100 -13.4%

（大阪） 死亡者数 20 12 15 12 13 1 8.3%

対前年比

file:///D:/ShirahataK/Desktop/Book1.xlsx


4,632 

4,305 

4,017 

3,482 
3,393 

3,421 

3,456 

3,187 

2,660 
2,486 

1,712 
1,732 

1,737 
1,532 

1,423 1,430 1,255 

1,273 
1,205 

1,193 
945 

871 

874 

877 
816 836 722 

681 

660 785 

799 

677 

796 

746 

646 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

建設業の死傷者数の推移（大阪）

大阪府における建設業の労働災害発生状況（死傷者数・死亡者数）

出典：厚生労働省 労働災害発生状況（確定）
3

・死傷者数は長期的にみれば減少傾向にあるが、近年は下げ止まりの状況にある。
【図３】

単位（人）

【図３】
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・死亡者数は長期的にみれば減少傾向にある。
【図４】

単位（人）

【図４】
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【図５】

出典：厚生労働省 労働災害発生状況（確定） 5

・大阪府における全産業に占める建設業の死傷者数の割合は、全国と比べ低い割合で推移
し、令和５年に増加した。【図５】

全産業に占める構成率（死傷者数）

大阪府は３～9％台

全国は６～12％台

単位（人）

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 増減数 増減率(％）

全産業 8,806 8,726 11,299 22,742 11,176 -11,566 -50.9%

建設業 799 677 796 746 646 -100 -13.4%

全産業 125,611 131,156 149,918 288,344 169,008 -119,336 -41.4%

建設業 15,183 14,977 16,079 17,305 14,562 -2,743 -15.9%

前年比

死傷者数

（大阪）

死傷者数

（全国）



出典：厚生労働省 労働災害発生状況（確定） 6

・全産業に占める建設業の死亡者数の割合は、令和４年まで減少傾向だが、令和５年に
増加

・全国ではおおよそ30％台を横ばいで推移。【図６】

全産業に占める構成率（死亡者数）

大阪府は20～30％台

全国は30％台前半

単位（人）

【図６】
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令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 増減数 増減率(％）

全産業 53 48 64 51 35 -16 -31.4%

建設業 20 12 15 12 13 1 8.3%

全産業 845 802 867 774 755 -19 -2.5%

建設業 269 258 288 281 223 -58 -20.6%

前年比

死亡者数

（大阪）

死亡者数

（全国）
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7

大阪府における墜落・転落を原因とする死亡災害の構成率（全産業比）

・建設業の死亡者数に占める墜落・転落災害の割合は、全産業に比べて高い。【図７】

出典：厚生労働省 労働災害発生状況（確定）
単位（人）

全産業は20～40％台

建設業は30～70％台【図７】

令和元年 令和2年 令和3年 令和４年 令和５年 増減数 増減率(％）

20 12 15 12 13 1 8.3%

うち墜落･転落 13 4 7 7 8 1 14.3%

53 48 64 51 35 -16 -31.4%

うち墜落･転落 18 11 15 17 13 -4 -23.5%

墜・転（大阪）

死亡者数（建設業）

前年比

死亡者数（全産業）



・大阪府の建設業の死亡者数に占める墜落・転落災害の割合は、全産業に比べて高く、令和２
年以降増加傾向。【図８】
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墜落・転落を原因とする死亡災害の構成率（全国比）

出典：厚生労働省 労働災害発生状況（確定）

単位（人）

全国は30～40％台

大阪府は30～70％台

令和元年 令和2年 令和3年 令和４年 令和５年 増減数 増減率(％）

20 12 15 12 13 1 8.3%

うち墜落･転落 13 4 7 7 8 1 14.3%

269 258 288 281 223 -58 -20.6%

うち墜落･転落 110 95 110 116 86 -30 -25.9%

死亡者数（全国）

前年比

墜・転（建設業）

死亡者数（大阪）

【図８】
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大阪府における建設業の経験年数別死傷災害

・入職1年以内の未熟練工の災害は減少していない。【図９】

出典：大阪労働局労働基準部安全課

単位（人）

【図９】
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建設業（労働者） 一人親方等

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
対前年比

増減数 増減率(%)

建設業（労働者） 20 12 15 12 13 1 8.33

一人親方等 5 9 3 3 10 7 233.33

うち一人親方 3 8 3 3 ７ 4 133.33

10

大阪府における建設業一人親方等の死亡災害の発生状況

・一人親方等の死亡者数は、令和５年度は増加した。【図10】

出典：厚生労働省
単位（人）

【注】
一人親方とは、労働者を使用しないで
事業を行う者であり、本資料の「一人
親方等」には、これに加えて中小事業
主、役員、家族従事者を含めています。
なお、計上数は、厚生労働省把握分の
人数です。

【図10】
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・建設業労働者の現金給与総額は、全産業(調査産業計)より高い水準で推移している。【図11】

大阪府における建設業の現金給与総額

出典：大阪府統計課 「毎月勤労統計調査地方調査年報」

※令和元年においては平均結果速報より算出（常用労働者１人平均月間現金給与額×12ケ月）

単位（円）

【図11】

R1 R2 R3 R4 R5 増減数 増減率(％）

建設業 5,686,236 5,912,292 5,692,728 5,905,944 5,831,023 -74,921        -1.27%

調査産業計 3,999,732 3,929,820 3,962,112 4,048,620 4,114,752 66,132         1.63%

対前年比
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・建設業労働者の総実労働時間は、概ね横ばいであり、全産業(調査産業計)労働者より長い。【図12】

大阪府における建設業の総実労働時間

単位（時間）

【図12】

出典：大阪府統計課 「毎月勤労統計調査地方調査年報」

※令和元年においては平均結果速報より算出（常用労働者１人平均月間実労働時間数×12ケ月）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 増減数 増減率(％）

建設業 2,039 2,023 2,024 1,966 1,976 10 1%

調査産業計 1,637 1,579 1,596 1,595 1,597 2 0%

対前年度比
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大阪府における建設業の小規模事業所の現金給与額等

出典：厚生労働省 「毎月勤労統計調査特別調査」
「小規模事業所勤労統計調査」

【注】
毎月勤労統計調査特別調査は、厚生労働大
臣が指定する地域に所在し、調査産業に属
する事業所のうち常用労働者を１～４人雇
用する事業所を対象に、年１回実施するも
のです。
また、本調査については令和２年度は新型
コロナウイルス感染症拡大のため中止し、
代替調査として小規模事業所勤労統計調査
が実施されました。
なお、毎月勤労統計調査特別調査と小規模
事業所勤労統計調査は調査対象の範囲等が
異なるため、結果についての直接の比較は
できません。

きまって支給する現
金給与額（円）

特別に支払われた現金給与額
（勤続1年以上）（円）

1日の実労働時
間数（時間）

出勤日数
（日）

令和元年 291,089 259,329 7.8 22.2

令和２年 258,870 288,625 7.4 20.9

令和３年 261,455 207,422 7.3 20.4

令和４年 259,062 193,934 6.9 19.6

令和５年 302,164 271,278 7.6 20.5

【図13】
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出典：総務省 「就業構造基本調査」 14

・建設業有業者は60歳以上が21.5％を占めている。【図14】

大阪府における年齢階層別建設業有業者数

60歳以上：21.5％

【図14】



出典：総務省 「就業構造基本調査」

15

・建設業有業者は、全産業と比較して、減っている。【図15】

大阪府における建設業有業者数

【図15】
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大阪府における建設業の社会保険加入率の推移

・社会保険加入率は令和４年と比べて減少した。【図16】

出典：厚生労働省

単位（%）

【図16】
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企業別

労働者別

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

企業別 97％ 97％ 91％ 100％ 99％

労働者

別
77％ 81％ 78％ 86％ 86％

出典：国土交通省「公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査」
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出典：総務省 「就業構造基本調査」

令和４年 建設業で働く女性労働者数

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全産業（大阪

府）

建設業（大阪

府）

全産業（全国）

建設業（全国）

令和４年 建設業で働く労働者の男女の割合

男性(%) 女性(%)

【図17】

大阪府における建設業で働く女性労働者数

女性（人） 総数（人） 女性の割合（％） 女性（人） 総数（人） 女性の割合（％）

大阪府 52,700 272,500 19.3% 2,151,800 4,650,900 46.3%

全国 886,200 4,629,000 19.1% 30,354,200 67,060,400 45.3%

全産業建設業
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大阪府における熱中症発生状況（参考）

・建設業の熱中症による死傷者の調査業種における構成率は減少傾向。

出典：大阪労働局労働基準部健康課

熱中症による死傷者数

熱中症による死亡者数

（参考）猛暑日等の日数

単位（人）

単位（人）

単位（日）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

建設業 1 1 1 0 ０

調査業種計 2 １ 2 1 １

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

建設業 7 12 8 ５ ５

調査業種計 50 49 27 45 54

構成率（%） 14.0 24.5 29.6 11.1 9.3

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

猛暑日(最高気温35℃以上) 15 27 19 22

真夏日(最高気温30℃以上) 74 73 80 70

熱帯夜(最高気温25℃以上) 47 53 38 47
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大阪府における建設業で働く外国人労働者の状況（参考）

・大阪府において建設業で働く外国人労働者は令和元年比で約1.8倍（令和５年）と年々
増加している。また、建設業等の深刻な人材不足に対応するため、平成31年４月に改正
「出入国管理及び難民認定法」が施行され、新たな在留資格「特定技能」が創設されたこ
とから、外国人労働者の一層の増加が予想される。
このため、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施等、労働災害防止のための取組の

推進が今後の課題。

建設業で働く外国人労働者数（大阪）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

人数 5,884 7,607 8,019 8,627 10,594

令和元年比 １ 1.3 1.4 1.5 1.8

前年比 － 1.29 1.05 1.08 1.23
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大阪府における施工時期の平準化の取組状況

【図18】
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数値目標及び経年推移

１．安全・健康の確保

２．担い手の確保

単位（人）

単位（人）
単位（人）

令和４年 令和５年 令和６年令和７年 令和８年 令和９年 達成値
目標

（R5～R9
平均値）

616 645 585

※５年に１回の統計調査結果による

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 達成値 目標

52,700 57,970

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 達成値
目標値
（R9値）

1,966 1,976 1,868

※５年に１回の統計調査結果による

単位（時間）

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 達成値
目標

（R9値）

3,018.9 2,849.2 3,169.8
単位（円）

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 達成値
目標

（R5～R９
平均値）

12 13 14
単位（人）

（１）死亡者数 （２）死傷者数

（１）若年者の有業者数 （２）女性の有業者数

（３）１人平均総実労働時間（年間） （４）所定内労働時間当たりの実質賃金

R５～R９までの労働災害による平均死亡者数を、H30～R４までの
労働災害による平均死亡者数に対して、15％以上減少させる。

R５～R９までの労働災害による平均死傷者数を、R４の労働災害による死傷者数
（新型コロナウイルス感染症を除く。）に対して、５％以上減少させる。

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 達成値
目標
（R9）

37,300 増加

R９の若年者数の有業者数を、R4の若年者の有業者数に対して増加に転換する。 R９の若年者数の女性の有業者数を、R4の女性の有業者数に対して10％以上増加させる。

R９の1人平均総実労働時間（年間）を、R４の1人平均総実労働時間（年間）に
対して、５％以上減少させる。

R９の所定内労働時間当たりの実質賃金を、R４の所定内労働時間当たりの実質賃金に対して
５％以上増加させる。


